
       第二会議室 １８席  （５ｍ１０ｃｍ × ６ｍ３０ｃｍ） 

 

通常会議室として机と椅子を設置しておりますが、少人数での卓球・ヨガ 

などにもご利用いただけます。 

 

☆京田辺市在住・在勤・在学者以外の方は２倍料金になります。    

☆申請受付は使用日の30日前から可能です。    

☆第３水曜日は休館日です。     

☆申請は田辺中央体育館へ直接お申し込み下さい。（電話は空き状況の確認のみ可。予約は不可です）  

 受付時間 毎日 ９時～１９時 （土日祝・休館日も可）（１２月２８日〜１月３日を除く）   

☆使用料は使用許可申請書と同時に納付して下さい。     

☆申請時は、本人確認できるものが必要です。     

☆申請後の変更・キャンセルはできません。     

 使用日を含まない１０日前までに相当な理由がある場合に限り、使用料の半額を現金で還付します。  

（所定の手続きが必要となります。）     

☆使用によって生じたゴミは各自お持ち帰り下さい。     

その他、ご不明な点は田辺中央体育館（６２－１５０１）までご連絡下さい。   

田辺中央体育館 第二会議室の多目的利用について 

３　時　間 ６　時　間 １２　時　間 １　時　間

使用料 照明料 使用料 照明料 使用料 照明料 使用料 照明料

全面 1,500 3,000 6,000 500

1/2 750 1,500 3,000 250

第二 全面 750 1,500 3,000 250
☆京田辺市在住・在勤・在学者以外の方は２倍料金になります。
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